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巻
頭

　森会長は、「中小企業・小規模事業者には、経営

環境の変化に柔軟に対応し、経営革新にチャレン

ジし続ける、「地域経済発展と雇用確保の担い手」

として、大きな期待が寄せられている。協同の精神

の下、「連携」をキーワードに、経済の好循環を神奈

川県より実現させるため、県や国の中小企業施策を

活用しながら、経営基盤の強化、事業の持続的発展

と経営革新、生産性の向上に積極的に取り組まれ、

この激変する不透明な時代を乗り切っていただきた

い。」との主催者挨拶を行いました。

　また、ご臨席いただいた御来賓の中から、黒岩祐治神奈川県知事、日本銀行横浜支店 播本慶子支店長、厚生

労働省 神奈川労働局 姉崎猛局長よりご挨拶を頂きました。

　表彰式では、組合功労者2名、優良組合6組合、優良役員25名、優良職員8名の表彰が行われ、盛大な拍手と

ともに祝福を受けられました。

　式後、交流懇親会を開催し、懇親会には甘利明衆議院議員をはじめとした御来賓の方々にご出席いただき、

出席者は交流をしていました。　

　　

受賞者の皆様は右ページの通りです。（敬称略）

平成30年新春賀詞交歓会
並びに表彰式を開催

本会では、平成30年1月10日（水）、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル（横
浜市西区）にて新春恒例の賀詞交歓会並びに表彰式を御来賓含め約350名の参加を得て
開催しました。

受賞された皆様、おめでとうございます !受賞された皆様、おめでとうございます !受賞された皆様、おめでとうございます !受賞された皆様、おめでとうございます !受賞された皆様、おめでとうございます !
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新春賀詞交歓会並びに表彰式

組合功労者　2名

優良組合　6組合

優良役員　25名

優良職員　8名

氏　　名

氏　　名

氏　　名

団　体　名

髙 木 　 宏
髙 橋 秀 美

大 関 　 武
小 俣 千賀子
川久保 　 聡
小 林 裕 美
寺 脇 　 薫
長 谷 やよい
三 嶋 孝 一
渡 邉 摩 弥

荒 井 康 博
植 村 勝 義
植 村 穰 二
梅 田 昌 志
加 藤 秀 雄
木 内 　 忠
久 保 　 誠
濃 沼 吉 弘
小 林 正 則
小 松 　 実
齋 藤 真 人
澤 田 和 夫
鈴 木 一 朗
大 胡 輝 雄
髙 橋 恵美子
田 辺 史 朗
辻 　 涼 樹
長 嶌 達 夫
西 村 英 朗
羽田野 宏 直
林 　 茂 也
春 原 正 明
福 田 　 豊
美濃口 　 豊
米 谷 進 一

神奈川県ボイラー整備業協同組合
川崎自動車整備事業協同組合
経営サポートセンター協同組合
県 央 警 備 業 協 同 組 合
綱 島 商 店 街 協 同 組 合
横 浜 港 運 関 連 事 業 協 同 組 合

警備業横浜協同組合
神奈川県住宅保全協同組合　

大和市リサイクル事業協同組合
川崎個人タクシー協同組合
協同組合川崎中小企業労務協会
神奈川県管工事業協同組合
鎌倉由比ガ浜商店街振興組合
神奈川県石油業協同組合
神奈川県自動車交通共済協同組合
横浜市内装事業協同組合

神奈川県コンクリート圧送業協同組合
神奈川県型枠工事業協同組合
北久里浜商店街振興組合
神奈川県製本工業組合
横浜貨物自動車運送事業協同組合
横浜市防災機器販売協同組合
清水原工業団地協同組合
川崎市造園建設業協同組合
川崎港海上コンテナ輸送協同組合
横須賀個人タクシー協同組合
神奈川県板金工業組合
神奈川県鉄構業協同組合
横須賀果物商業協同組合
平塚市ビルメンテナンス業協同組合
神奈川県不動産賃貸業協同組合
住友重機械造船協同組合
神奈川県工業塗装協同組合
神奈川県パン協同組合連合会
川崎北部青果仲卸協同組合
神奈川県冷凍空調設備協同組合
大川町工業団地協同組合
神奈川県建設防水事業協同組合
野毛地区振興事業協同組合
協同組合藤沢薬業協会
神奈川県警備業協同組合

昭和52年 5 月 6 日
昭和44年 2 月15日
平成 9 年12月26日
平成16年 5 月26日
昭和32年 2 月11日
平成 5 年10月 1 日

理事長
理事長

事務局員
事務局職員
事務局長
主任
事務局長
事業課主査
主幹
事務局職員

理事長
専務理事
副理事長
副理事長
理事
理事長
理事長
副理事長
監事
専務理事
副理事長
副理事長
理事
理事
理事
副理事長
副理事長
副会長
理事長
理事
理事長
副理事長
専務理事
理事
副理事長

その他のサービス業
自動車整備業
その他の複合業種
警備業
商業中心の複合業種
運輸に附帯するサービス業

所 属 団 体

所 属 団 体

所 属 団 体

設立年月日

役　　職

役　　職

役　　職

業　　種
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特
集

１．技能実習の基本理念及び関係者の責務（技能実習法第3条～第6条）
　外国人技能実習制度の主な概要は、次のとおりです。

２．技能実習計画（技能実習法第2章第1節）

＜技能実習の基本理念＞
○　技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備
され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるよ
うにその保護を図る体制が確立された環境で行われ
なければなりません。

○　技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行
われてはいけません。

＜国の責務＞
○　この法律の目的を達成するため、基本理念に従っ
て、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を
図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進し
なければなりません。

＜実習実施者の責務＞
○　技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護につ

いて技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、
基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整
備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる
施策に協力しなければなりません。
＜監理団体の責務＞
○　技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護につ
いて重要な役割を果たすものであることを自覚し、実
習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方
公共団体が講ずる施策に協力しなければなりません。
＜技能実習生の責務＞
○　技能実習に専念することにより、技能等の修得等
をし、本国への技能等の移転に努めなければなりま
せん。

＜技能実習計画の認定＞
○　技能実習を行わせようとする者は、技能実習生ご
とに、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が
適当である旨の認定を受けることになります。

○　認定は、新設された外国人技能実習機構が担います。
＜認定を受けた技能実習計画の実施＞
○　実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従っ
て技能実習を行わせなければなりません。

○　仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取
消しの対象になります。

＜実習実施者の義務＞
○　実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、
届出が必要になります。

○　そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備
付け、実施状況報告等を行わなければなりません。

３．監理団体（技能実習法第2章第2節）
＜監理団体の許可＞
○　監理事業を行おうとする者は、事前に許可を受ける
ことになります。

○　許可の事務は、新設された外国人技能実習機構が担
います。

＜監理事業の適正な実施＞
○　監理団体は、監理事業を適正に運営しなければな
りません。

○　仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取
消しの対象になります。

＜監理団体の義務＞
○　監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監
査その他の業務を、省令で定める基準に従って実施
しなければなりません。

○　そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任
者の設置、帳簿の備付け、監査報告、事業報告等を
行わなければなりません。

外国人
技能実習制度
について

外国人
技能実習制度
について

　外国人技能実習制度は、開発途上地域等への技能等の移転を図り、その経
済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の
国際貢献において重要な役割を果たしています。
　平成28年11月28日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の
保護に関する法律」（技能実習法）が公布され、平成29年11月1日に施行され
ました。
　技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可
の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること
等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。
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フラッシュレポート

４．技能実習制度の拡充（技能実習法第2章第1節及び第2節）

５．技能実習生の保護等（技能実習法第2章第3節及び第4節）

６．外国人技能実習機構の創設（技能実習法第3章）

７．その他の制度改正事項（法律事項以外）

～優良な実習実施者・監理団体に限定して
拡充を認めます～

○　新たに技能実習3号が創設され、所定の技能評価試
験の実技試験に合格した技能実習生について、技能実
習の最長期間が、従来の3年間から5年間になりまし

た。（一旦帰国（原則1か月以上）後、最大2年間の技能
実習）
○　適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の
常勤の職員数に応じた技能実習生の人数枠について、
従来の2倍程度まで増加を認めます。

～技能実習生への人権侵害行為は決して許しません！～
○　技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止
規定や罰則を設けるほか、技能実習生による申告を可
能にします。

○　国による技能実習生に対する相談・情報提供体制を
強化するとともに、実習実施者・監理団体による技能
実習生の転籍の連絡調整等の措置を講じます。

～関係行政機関とも連携します！～
○　事業所管大臣への協力要請や、事業協議会を用い
て、政府全体で技能実習の適正な実施及び技能実習生
の保護に取り組みます。
○　地域協議会を設け、地域レベルでも関係行政機関が
連携します。

～「技能実習制度の司令塔」として
新たな認可法人が設立されました！～

○　外国人技能実習機構は、以下の国の事務を担います。
・技能実習計画の認定
・実習実施者の届出の受理

・実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査す
る事務

・　監理団体の許可に関する調査　など
○　そのほか、技能実習生からの相談への対応・援助や、
技能実習に関する調査研究業務も行います。

＜政府（当局）間取決め＞
○　技能実習生の送出しを希望する国との間で、政府（当
局）間取決めを作成することを通じ、相手国政府（当
局）と協力して不適正な送出し機関を排除していくこ
とを目指します。

＜対象職種の拡大＞
○　対象職種を随時追加するほか、地域限定の職種・企
業独自の職種（社内検定の活用）・複数職種の実習の措
置を認めていきます。

☆　詳細は、法務省・厚生労働省・
　　外国人技能実習機構のホーム
　　ページでご確認ください。

・法務省HP ・厚生労働省HP ・外国人技能実習機構HP
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　当組合は「南国市を元気にしたい」「南国市の誇り
をつくりたい」という想いを持った有志６名が集
い、平成20年に設立された企業組合です。組合名
にも入っている「ごめん」は南国市の中心地である”
後免町”を指しており、南国市ゆかりの偉人坂本竜
馬の大好物が軍鶏鍋であったことから、「ごめんシャ
モ」としてブランド化し、全国に広め、町おこしを
しようと活動しています。
　当組合では軍鶏の飼育～加工～販売まで行い、主
力商品のシャモ鍋セット、シャモすき焼きセットの
通信販売を行っています。鍋の全国大会である「第
6回彩の国全国鍋合戦」で優勝し、一気に知名度が
高まりました。また、高知県内の飲食店にシャモ肉
を卸しており、高知県内の飲食店でも当組合が育て
たシャモを食べることができます。
　その他にも当組合では、シャモが将来的に子どた
ちにとって誇れる南国市の特産品となるように出前
授業を行いシャモの特徴について説明を行ったり、
学校給食にシャモ肉を提供する等地域の子どもたち
に対して周知活動を行い、産学連携も積極的に行っ
ています。
　今後は「高知はカツオだけでなくシャモも美味し
い」と言ってもらえるように取り組んでいきたいと
のことでした。

　当組合は1981年に高知県の伝統工芸品である土
佐刃物を製造・販売する鍛冶屋の業者によって組合
として設立されました。
　土佐刃物は自由鍛造で、鉄の塊の状態から製作す
るため、使用する土地柄などによって形や角度、厚
さを変えることができ、顧客のニーズにこたえるこ
とが出来ます。そのため、県内のみならず、県外・
海外も含め、全国の農業者を中心にリピーターが付
いており、人気がある職人は、製作まで半年から1
年待ちとなることもあります。
　一人前になるまでに長い時間を要する職人の育
成、人材の確保は喫緊の課題となっています。そこ
で、当組合では、今後の対応として、鍛冶屋の業者
のための専門学校の設立を行い、後進の育成を行い
たいと考えています。基礎となる打ち方や鋼の鍛え
方を教えることで、今より発展した事業が行えると
考えており、同期・同世代のコミュニティの形成が
出来るように取り組みたいとのことでした。
　また、土佐刃物の伝統や技術を受け継いでいる
事業者の有志で「ZAKURI」という集団の立ち上げも
行っています。組合としての結びつきも強く、地元
の刃物祭りイベントにも参加し、商品の普及やホー
ムページの活用など幅広く活動しています。

農業用ビニールハウスを改良して使用した鶏舎 「ZAKURI」による商品

組合訪問 高知県

　本会では、毎年職員が他の都道府県中央会を訪問し、
ユニークな取組みや先進的な取組みを行っている組合
及び企業の視察を行っています。
今月号では、高知県で視察した事例を紹介します。

Pic
k Upp!!Pic
k Up!!

企業組合ごめんシャモ研究会

Pic
k Upp!!Pic
k Up!!

協同組合土佐刃物流通センター

訪問した組合
・協同組合土佐刃物流通センター
・企業組合宇佐もん工房
・企業組合ごめんシャモ研究会
・はりまや橋商店街振興組合
・高知県酒造組合
・大橋通り商店街振興組合
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組合個別
専門相談
組合個別
専門相談

組
合
組
合合
組
合Q AQ A&&

組合運営に関するよくある質問に、
本会の無料個別専門相談を
担当している、弁護士、
税理士・会計士の先生方が
わかりやすくお答えします！

第 5 回
Ｑ.平成29年度の決算について特に留意すべき事項を説明して下さい。

平成30年

◎法律、税務・経理  2月21日（水）、3月7日（水）
午後1時～4時　本会会議室にて

● 電話予約をお願いします。　本会 組織支援部　TEL：045-633-5133

■ 今年度日程

● 通常相談は無料、秘密厳守 ●
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Ａ．今回は、棚卸、減価償却及び所得拡大促進税制Ａ．今回は、棚卸、減価償却及び所得拡大促進税制
の3つを取り上げます。の3つを取り上げます。

［1］棚卸［1］棚卸
　棚卸といえば最初に思い浮かべるのは商製品、仕　棚卸といえば最初に思い浮かべるのは商製品、仕
掛品、材料等ではないでしょうか。これらは会計上掛品、材料等ではないでしょうか。これらは会計上
も「棚卸資産」と呼ばれており、決算棚卸作業の中心も「棚卸資産」と呼ばれており、決算棚卸作業の中心
となるものです。となるものです。
　いわゆる棚卸資産については売上は原則として、出　いわゆる棚卸資産については売上は原則として、出
荷基準により、仕入は入荷基準によって認識されます。荷基準により、仕入は入荷基準によって認識されます。
　ただし、売上については納入先の検収に基づいて　ただし、売上については納入先の検収に基づいて
売上計上するものや、仕入についても検収を待って売上計上するものや、仕入についても検収を待って
仕入計上するものもあるため、取り扱う商製品の性仕入計上するものもあるため、取り扱う商製品の性
質等によってどのような基準によって認識するのが質等によってどのような基準によって認識するのが
妥当かを十分に検討した上で、経理の方針を定めて妥当かを十分に検討した上で、経理の方針を定めて
おく必要があります。おく必要があります。
　また、仕入れ先から得意先、工事現場、営業倉庫　また、仕入れ先から得意先、工事現場、営業倉庫
等に直送される場合には決算日現在で棚卸資産とし等に直送される場合には決算日現在で棚卸資産とし
て認識すべき金額の把握は単純ではありませんのて認識すべき金額の把握は単純ではありませんの
で、慎重を期す必要があります。で、慎重を期す必要があります。
　特に、営業倉庫での保管品や得意先に対する預け　特に、営業倉庫での保管品や得意先に対する預け
品等では決算日現在での保管証明書を入手しておく品等では決算日現在での保管証明書を入手しておく
必要があります。必要があります。
　棚卸資産以外についても棚卸をする必要がありま　棚卸資産以外についても棚卸をする必要がありま
すので以下に例示します。すので以下に例示します。
①消耗品費として処理したものの中に未使用のもの①消耗品費として処理したものの中に未使用のもの
があれば、原則として棚卸の対象とすべきです。があれば、原則として棚卸の対象とすべきです。
期末に車両のタイヤ、工場消耗品、各種用紙類等期末に車両のタイヤ、工場消耗品、各種用紙類等
で平月の残高に比べて著しく多額になるものにつで平月の残高に比べて著しく多額になるものにつ
いては注意しなければなりません。いては注意しなければなりません。
②広告宣伝費や印刷費等として処理を行ったパンフ②広告宣伝費や印刷費等として処理を行ったパンフ
レット、カタログ、規程集等で期末在り高の金額レット、カタログ、規程集等で期末在り高の金額
に重要性がある場合は計上の要否を検討しなけれに重要性がある場合は計上の要否を検討しなけれ
ばなりません。ばなりません。
③福利厚生費等で処理した作業着、事務服、帽子等③福利厚生費等で処理した作業着、事務服、帽子等
にも注意を払うべきです。にも注意を払うべきです。
④固定資産については特に工具、器具、備品等の期④固定資産については特に工具、器具、備品等の期
末現在の保有リストを作成し、新規購入による増末現在の保有リストを作成し、新規購入による増
加や除却による減少を把握すべきです。機械、工加や除却による減少を把握すべきです。機械、工
具等で同種のものが多数あるものについては番号具等で同種のものが多数あるものについては番号
を記入して管理することも有効です。を記入して管理することも有効です。

［2］減価償却［2］減価償却
　減価償却費の計上を行います。これを正しく計上　減価償却費の計上を行います。これを正しく計上
するには、対象となる固定資産の購入価額と稼働をするには、対象となる固定資産の購入価額と稼働を

開始した時期を正確に記録しなければなりません。開始した時期を正確に記録しなければなりません。
稼働前は「建設仮勘定」の科目で計上し、稼働開始日稼働前は「建設仮勘定」の科目で計上し、稼働開始日
に建物勘定、機械勘定等の本勘定に振り替えるべきに建物勘定、機械勘定等の本勘定に振り替えるべき
ですが、実務上は現預金等の支払時に計上しているですが、実務上は現預金等の支払時に計上している
例も少なくありません。一般的には最後に支払が行例も少なくありません。一般的には最後に支払が行
われることが多いため、このような場合には初年度われることが多いため、このような場合には初年度
の償却費が過小になります。の償却費が過小になります。
　また、修繕費として一時に損金処理できる支出で　また、修繕費として一時に損金処理できる支出で
あっても、金額的に重要性がある場合には、固定資あっても、金額的に重要性がある場合には、固定資
産として計上しているケースも散見されます。屋産として計上しているケースも散見されます。屋
根、床、外壁塗装等の通常の維持管理に該当する費根、床、外壁塗装等の通常の維持管理に該当する費
用に関しては、支払額が多額であっても損金に計上用に関しては、支払額が多額であっても損金に計上
できますので、慎重に検討して頂きたいと思います。できますので、慎重に検討して頂きたいと思います。
　なお、平成29年度税制改正によって、中小企業投　なお、平成29年度税制改正によって、中小企業投
資促進税制の上乗せ措置は改組され、新たに「中小資促進税制の上乗せ措置は改組され、新たに「中小
企業経営強化税制」となりました。企業経営強化税制」となりました。
　中小企業者等が、一定の設備を新規取得し、指定　中小企業者等が、一定の設備を新規取得し、指定
事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除※※をを
選択適用することができるというものです。選択適用することができるというものです。
※取得価額の10％（資本金3000万円超１億円以下の法人は7%）※取得価額の10％（資本金3000万円超１億円以下の法人は7%）

　特例の適用を受けるためには、中小企業等経営強　特例の適用を受けるためには、中小企業等経営強
化法における「経営力向上計画」の認定が必要となり化法における「経営力向上計画」の認定が必要となり
ます。ます。
　この認定を受けることで、固定資産税の軽減も受　この認定を受けることで、固定資産税の軽減も受
けられますので、対象資産を取得した場合は中小企けられますので、対象資産を取得した場合は中小企
業団体中央会等の認定支援機関の支援を受け、必ず業団体中央会等の認定支援機関の支援を受け、必ず
申請をしましょう。申請をしましょう。
　　
［3］所得拡大促進税制［3］所得拡大促進税制
　法人税法上でその他に検討すべきものとしては所　法人税法上でその他に検討すべきものとしては所
得拡大促進税制があります。得拡大促進税制があります。
　平成29年度税制改正において、平成29年4月1日　平成29年度税制改正において、平成29年4月1日
以後開始事業年度の中小企業者等について、平均給以後開始事業年度の中小企業者等について、平均給
与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金
額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%
以上である場合における控除税額を、雇用者給与等以上である場合における控除税額を、雇用者給与等
支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のう支給増加額の10%と雇用者給与等支給増加額のう
ち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額ち雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額
を控除した金額に達するまでの金額の12%との合を控除した金額に達するまでの金額の12%との合
計額 ( 現行 : 雇用者給与等支給増加額の10%) とす計額 ( 現行 : 雇用者給与等支給増加額の10%) とす
ることとなりましたので、この取り扱いにも十分にることとなりましたので、この取り扱いにも十分に
ご注意下さい。ご注意下さい。

○注回答内容は個別の組合の事情によって異なる場合があります。
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　神奈川県プロフェッショナルダンス協同組合は、
社交ダンス教室を経営している事業者により設立さ
れた組合です。当組合は、平成30年3月25日（日）
に、よこすか平安閣（横須賀市）にて恒例の「スプリ
ングダンスパーティー」を開催します。
　当日は、組合員の教室に通う生徒たちによるミニ
デモンストレーション、紅白戦、ダンスタイム等が
開催されます。当イベントは、日頃の練習の成果を
発揮しつつも、普段と違う華やかな一日を過ごすこ
とができ、また、着席でディナーや歓談を楽しめる
ことから、参加者の方達に大変好評なイベントで
す。ご観覧希望の方は、ぜひお問合せください。
　当組合は、ダンスによる健康づくりを追及し、予

防医療としてのダンスの普及を行っています。中高
年に限らず、若い世代にも伝統的な社交ダンスの素
晴らしさや楽しさを伝えようと、日々活動していま
す。ご興味のある方は、ぜひお問合せください。

【お問合せ】
神奈川県プロフェッショナルダンス協同組合
TEL：046-834-6578

　神奈川県工業塗装協同組合は、平成30年2月24
日（土）、25日（日）、横浜駅東口・横浜新都市ビル9
階のセンタープラザ（そごう横浜店）にて、「第27回
神奈川工業塗装まつり」を開催します。
　工業塗装は、電気製品、通信機器、自動車などの

金属製品やプラスチック製品・部品への塗装を行う
業種であり、この工業塗装まつりは、工業塗装業従
事者の技術・技能を向上させ、広くＰＲすることを
目的に開催しています。
　また、この工業塗装まつりの行事の一つとして、
「塗装技能コンクール」での組合員の優秀作品を展
示します。ぜひ、ご来場ください！

日　時 平成30年2月24日（土） 13：00～17：00
25日（日） 10：00～17：00

会　場 横浜新都市ビル9階  センタープラザ
（そごう横浜店）
横浜市西区高島2-18-1（横浜駅東口  徒歩5分）

【お問合せ】
神奈川県工業塗装協同組合   TEL：045-548-9341

　2016年春に初開催し、来場者数も2017年春に
は14万人以上、秋には12万人以上と毎回大好評の
パンのフェスが今年も開催されます。地元神奈川の
人気店からめったに足を運ぶことができない遠方の
名店まで、全国のパン屋さんが大集結します！
　横浜市綜合パン・米飯協同組合や神奈川県パン協
同組合連合会青年部の有志も出店を予定しておりま
すので是非ご来場ください。

　詳細等随時更新されますのでパンのフェス公式サ
イト（https://pannofes.jp/）をご確認ください。

開催日 3月2日（金） 11：00～19：00
3月3日（土） 11：00～19：00
3月4日（日） 11：00～17：00

入場料 無料
ただし、パン屋さんエリアのみ
先行入場　11:00～14:30　400円（税込）
一般入場　15:00～17:00　無料
※小学生以下無料　※再入場可
※先行入場時間帯に抽選で景品が貰えるアンケート実施
※在庫が無くなり次第、パン屋さんは閉店します。
※先行入場の場合でも、店舗によっては完売・閉店している場
合がございます。

会　場 横浜赤レンガ倉庫イベント広場

神奈川県プロフェッショナルダンス協同組合

神奈川県工業塗装協同組合

スプリングダンスパーティー開催のご案内

「第27回神奈川工業塗装まつり」開催のご案内

「パンのフェス2018春 in 横浜赤レンガ」 開催予告

昨
年
の
様
子

※パン屋さんエリア
は各日17:00まで

※雨天決行
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中央会トピックス中央中央中央中央中央会トピックス会 ス会 ス会トピックス会 ッ会トピックス中央会トピックス

　本会では、平成29年11月8日（水）、12月6日（水）
の二日間に渡り、神奈川中小企業センター（横浜市
中区）において中小企業の労務管理力向上セミナー
を開催しました。
　1日目は、現在の人材不足や働き方改革への取り
組みの状況などについて事例を交
えた解説が行われました。最近は
売り手市場な状況が続いており、
中小企業が人材を確保するために
は、働く人の就業意識や仕事選び
の基準、好まれる条件について理
解し、適切な就業環境の整備を行
う必要があり、各種補助施策など

を利用して欲しいといった内容の講演が行われまし
た。
　2日目は、前回の内容を踏まえ、就業環境の整備
について詳しい解説が行われました。働き方改革が
進められる中、テレワークや外国人雇用など様々な

就業形態が生まれており、それに
伴い就業規則や人事考課制度など
の規約や規程部分の改正をしなけ
ればならないケースが増加してい
ます。ハラスメントなどのトラブ
ル事例を交え、中小企業で行うこと
のできる就業環境の整備の具体的
手法について講演が行われました。

詳しい講演テーマと担当講師は以下の通りです。 （敬称略）

テーマ：求人難時代の労務管理　～事例にみる中小企業の労務管理～
「中小企業・小規模事業者の人手不足の現状と対応策」

講　師：株式会社リクルートジョブズジョブズリサーチセンター　センター長  宇佐川 邦子

テーマ：「企業の成長につなげていく労務管理①」～無期転換ルール対応等～
講　師：株式会社ヒューマンリソースみらい　代表取締役  荒木 康之

テーマ：働き方改革実現に向けた支援策のご案内　
中小企業・小規模事業者における働き方改革に向けた政府の取り組み状況について

講　師：神奈川労働局　雇用環境・均等部　企画課長  長久保　茂

テーマ：「企業の成長につなげていく労務管理②」～人事考課制度、テレワーク～
講　師：株式会社ヒューマンリソースみらい　代表取締役  荒木 康之

テーマ：最新の労働環境対策
講　師：三井住友海上火災保険株式会社経営サポートセンター　課長  五十嵐 朋人

１
日
目

２
日
目

中小企業の労務管理力アップセミナーを開催
全組合対象講演会

中小企業　新ものづくり・新サービス展
本会後援

　当展示会は、「ものづくり補助金を取得した実績
のある企業」が成果を発表する場として、全国中小
企業団体中央会が平成27年度より主催している展
示会です。本年度は、平成29年12月6日（水）～8日
（金）の3日間、東京会場として幕張メッセ（千葉県
千葉市）にて行われました。
　会場では、ものづくり補助金を利用して、開発さ
れた製品やサービスが展示されるだけでなく、実際
にビジネスマッチングが行われ、多くの企業ブース
で商談が行われている様子が伺えました。東京会場
には、全国から654の出展者が集まり、延来場者数
は約34,000人となりました。

　神奈川県からも多くの出展があり、中には本会の
支援により経営革新を取得した企業や、県内組合の
組合員企業も出展していました。
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2017  12月2017  12月 業界情報業界情報 情報連絡員の声情報連絡員の声
平成29年10月の課税移出数量は、特定名称酒合計で前年比107.3％と前年を大幅に上回った。内訳として
吟醸酒は前年比106.4％うち純米吟醸酒は前年比102.9％と前年を上回った。純米酒も前年比115.7％と前
年を大幅に上回った。

住宅着工も減少局面に入り小売、造り込み家具とも、売り上げは厳しい。不振が定着し、企業はそれぞれコ
スト削減に工夫をみせ抵抗力を強めている。29年11月の全国住宅着工戸数は、84,703戸で5ヶ月連続減少。
神奈川県も△15.2％と4ヶ月連続減少、7,073戸。

環境省主催の「第7回カーボン ･オフセット大賞」の奨励賞を組合員の株式会社大川印刷が受賞。2016年度よ
り、国内印刷業界では初めて、全印刷物の印刷 ･輸送等に係る年間CO2排出量を全てオフセットすることで、
「CO2ゼロ印刷」を行っている。

販売区域内の工事案件が本格的に始まり生コンクリートの出荷が集中し、組合員各社はミキサー車の配車調
整等し、安定供給に努めている。

仕事の忙しさは続いているが、人材の確保に企業は悩んでいる。来年度の新卒募集をしても集まらず、人材確保
ができない状態が続けば仕事を受ける体制が出来ないので、断る仕事も出てくる。来年度に向けて心配事が多い。

日本船舶輸出組合が発表した輸出船の1～11月の受注は、約894万総トンだった。今年末の手持ち工事は、累計
約2750万総トンと2年連続で減る見込み。船価の低迷も続いて居り、依然として造船業界の先行きは厳しそう。

受注増で忙しさは目立っているが、相変わらず人材不足は解消できず。地域の団体よりハローワークへの直
接の呼掛けによって、求人票の書き方のアドバイス、合同面接会、個別企業相談等、中小零細の人材確保に
協力的となってきた。

企業の採用支援として、繁忙期の有期雇用についてはシルバー人材との連携協定により、10社位はカバー
できているが、ハローワークとの連携による共同求人は充足は半数で滞っている。引続き、面接会、共同告
知など採用支援活動を強化していく。研修事業に関しては、６講座80時間のコース別受講者は22社、合計
115名となり、企業の人材育成に対する力の入れ方が人材不足を背景に積極的になってきている。

安定した天候が続き売上は他の月と比較して悪くはなかった。クリスマスは日曜に当り、外食は低迷したよ
うである。各商品共に運賃の値上などにより値上が続いている。大手チェーン店もメニューの値上を発表し
ており、1～2月には外食全体が値上に動くと考えられる。

（相模原市中央区）組合員各社、業況は依然として横這い推移の状況。来春の新卒採用、人材不足の感が否め
ない。会社訪問含め、対象者との接点すら、確保できないケースが多い。

（伊勢原市）景気回復の実感がない。一部忙しくなり、人手確保に苦労している企業が多い。昨年に続き、テ
クニカルショウヨコハマ2018に組合有志企業数社で参加。

人件費 ( 最低賃金 ) の上昇、原料魚の不漁 ･高値等マイナス要素ばかりでプラス要素が無い一年間だった。
原料の不漁 ･高値は、更に来年も続きそうで厳しい状況は変わらないと思われる。

例年に比べて変わりないが、年度末に向けての打診が増えてきている。

世界の自動車業界は EV車へのシフトを急速に進めている。日本でもHV車に偏ってきた方針を見直し、エコ
カーを増やす戦略に切り替えてきている。このためガソリンの需要は減少に拍車が掛かっているように思わ
れ、一部の組合員は他製品への移行を思料している。

建設業界の堅調さが骨材実勢出荷に結び付きが弱く、売上はほぼ横這い。踊り場状態からの好転に期待がか
かる一方、運転手不足の解消が持越されたままである。

製品別で見ると、トラック架装、免震装置は増加。トラック業界は弱含みだが前年並み。防衛装備品関係の
受注は回復。鉄道車両関係は、コストダウン要求が厳しく、売上高減少。12月は11月と同様、総じて、弱
含みながら前年並みとなった。

古紙市況は、年末期で古紙の発生量は増加しており、問屋の流通在庫も回復基調となっているが、輸出につ
いては、12月半ばから価格は下落傾向にあり、中国においては、旧正月の操短を見越してすでに買い控えも
見られている。

冬物商品は比較的に好調。特に、エアコンの動きは良い。白物は好調。

年末商戦も良い材料が無く売り上げは低迷。消費者の正月の食生活の変化に追いついていない事を今更なが
ら実感。後手に回っては良い結果は出ない。

（横浜市神奈川区）12月売上高は、前年同月比2.72％の減少、台風の影響で先月から品薄が続き、収益が取
れないような状況であった。葉物類の販売価格が高騰しており、中には品薄で３倍以上の高値を付けている
物があり、量販店、小売商も12月の繁忙期に苦戦を強いられた。

（横須賀市）前月に増して台風による塩害の影響もあり、野菜全般で入荷量少なく高値が続き、厳しい状況で
あった。果実は主力商材のミカンが裏年で前年より大幅に出荷量少なく、販売に苦戦。小売商は、仕入れ値
が高いため、利益率の低下により非常に厳しい経営を強いられた。

組合員全体が忙しくなってきているようだ。収益面では好転したという情報はない。今年も青年部が主体と
なり「テクニカルショウヨコハマ2018」に出展、今年は6ブースを確保。
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（川崎市中原区）12月は前月からのウィンターセール・ピンクレシートキャンペーン等商店街の売出が多く、
前年を超えているようである。マイナンバーカード利用促進事業の自治体ポイント実証実験は、認知度が低
いため人数的にはまだ少ないが、少しずつ増えて来そう。

（横須賀市）12月期は寒さ厳しい中であったが晴れ日多く全体的には堅調。組合活動の共有と活性化を図るた
め、組合員に向けた『商店街通信』創刊号を発行。季節ごとの商店街活動、町会活動や地域商店街全体の動向
などを併せて掲載。商店街の活性化に役立つ紙面を目指す。

（相模原市中央区）朝市と年末セールを開催。組合全体としての年末セールは、初めての試みであったが、良
い試みだったのではないかと思われる。

2017年は横浜市が大規模なプロジェクトを続々と発表。小中学校の建替方針の策定、横浜文化体育館、本牧市
民プール等の再整備、教育文化センター跡地の土地活用の事業者公募、市営住宅の再生など。これらに地元の建
築業界がいかに関われるか、来年に期待。

行政より職業訓練を受託し、12/4～3/3まで実施予定。継続的に当該ビジネスを受託するには訓練生の就職
率が重要であるため、就職率向上に注力する。行政からの受注に比し民間からの受注は芳しくない。今後バ
ランスを考え、民間ビジネスの強化を図る必要がある。

年末年始工事は、多少であるが動いている。今の所は、人材が足りているが、今後、工事量が多くなると人
材不足が懸念される。

（横浜市神奈川区）取引は増えているが、組合内取引に偏っている傾向。組合の収入が賦課金と組合外取引の
手数料に依存しているため、収入は減少傾向が続いたが、9月に反転し12月も引き続き前年比10％程度伸び
てきている。相変わらず人手不足・車輌不足解消の兆しは見えない。

（横浜市中区）年の瀬で物量は増加したが、大手会社の値上げに伴い、荷主企業はより運賃の安い業者に委託
する傾向。人手不足による出荷等の遅れが配送員の負担につながり、悪循環に陥っている。働き手の確保や
労働環境の整備を業界全体で行っていかなければならない。

12月に入り、新入学生がアパートを探し始めているが、築浅の物件がやはり有利で、築15年を過ぎた物件
には見向きもしないのが現状。賃料は下げ止まっているので空室を埋めるには苦労する。

未収金の回収が困難。景気は特に悪化する一方。空店舗対策が思うようにはかどらない。

施設によって好不調が見受けられたが、原因はよくわからない。ただ、総体的には月前半の入込は悪かったが、
対前年並みの数字を確保できているように思われる。

12月は各組合教室独自の行事、会員親睦としてのクリスマスパーティー開催が恒例である。が、この時期に会員増加が
みられたのは過去の事である。“健康づくり”に対しての認識は良好となってはきたものの、営業上は厳しい状況である。

人的警備業では特に隊員不足が深刻であった。仕事･発注に対応出来ないので困っている状況が続きそうである。

27年から、12月の車検が減り、恐らく一年のうちで一番台数の少ない月となる。１月後半から３月末に期待。

仕事量、12月迄はそこそこだが単価が下がり気味。来年は不透明。

年末は好転であったが、この流れだと、年始めはどうかなと不安になる。

構造不況的なものもあるが、新聞でも実感なき好景気と社説などに言及されており、人手不足は益々深刻化
する一方で、景況感は一般事業者にはきつい暮れになっている。

12月に入り、WTI 価格57ドル / バーレル台、ドバイ原油価格61ドル / バーレル台で推移している状況。12
月第3週に JXTG系列が仕切価格上昇してきている。しかしながら末端市場価格は大きな変化はなく推移して
いる状況である。先月に引続き経営環境は、悪化傾向。

中古車の儲け金額が大きく減少している。新車販売並の金額となっており、組合員の店舗運営に影響が出て
いる。これはオークション市場に車両が集まらず、価格が上昇しているため。
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建築設計

ファイナンシャル
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在庫数量 販売価格 取引条件 収益状況 資金繰り 設備操業度 雇用人員 業界の景況

0.0％

13.0％

-5.9％

-10.9％

0.0％

-21.7％

9.5％

-4.3％

15.7％

-8.1％

-4.3％

-9.8％

-20.3％

-17.4％

-21.6％

-9.5％

-4.3％

-11.8％

17.4％

17.4％

―

-8.1％

0.0％

-11.8％

-10.8％

-17.4％

-7.8％

快晴

30以上

晴れ

10～30未満

くもり
10未満　
　～-10

雨
-10超～　
　-30未満

雪

-30以上

【天気図の見方】各景況項目について「増加」（または「好転」）業種割合から「減少」
（または「悪化」）業種割合を引いた値（KJI）をもとに作成。その基準は次の通りで
ある。ただし、在庫数量はKJI値プラスの場合には雨、マイナスの場合には晴れ
の方向に表した。KJIとは、「神奈川県情報連絡員調査指数」の略である。

※この業界情報は、県下74名の連絡員からの情報をもとにしております。
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ちょっと役に立つ話専務理事の No.6

H29.11.16

S60.6.11

120

-

吉田　学

吉田基一

050-3556-0006

044-344-4752

横浜市中区万代町一丁目2番4号

川崎市川崎区浅野町1-4

神奈川ポスティング協同組合

浅野町工業団地組合連絡協議会

新規加入会員

主たる事業：ポスティング業の共同受注及びあっせん、消耗品等の共同購買ほか

主たる事業：6組合1団体の協議体として会員相互の連絡調整を図るほか

 

住　　所 電話番号 代表者 出資金（万円） 設立年月日

　本会、公益社団法人商連かながわ、神奈川県商
店街振興組合連合会、神奈川県等で構成する「かな
がわ商店街大賞実行委員会」は、平成30年1月9日
（火）、県民共済プラザビル メルヴェーユ（横浜市
中区）で、第6回かながわ商店街大賞の授賞式を開
催しました。この賞は神奈川県内の頑張っている商
店街と大型店等の優れた取組みを表彰し、広く紹
介することで、商店街の役割や魅力を知っていただ
き、県内の商店街全体の活性化に寄与することを目
的に表彰しています。
　商店街部門の大賞には、通りに名称をつけてブラ
ンド化することによりPRを強化し、地域の国際交流
団体と連携して、訪日外国人に和菓子作り体験や盆
踊りなどを楽しんでもらうなどインバウンドにも
取り組む等、時代や環境の変化にも適応しているこ
とが評価された伊勢原駅前中央商店会（伊勢原市）
が選ばれました。このほか準大賞に本鵠沼商店街

協同組合（藤沢市）、特別賞に三ツ境駅前商店会（横
浜市瀬谷区）と野庭団地ショッピングセンター セン
ター会（横浜市港南区）の2団体が選ばれました。
　大型店部門の大賞には、地元の相模大野駅周辺商
店会連合会と連携し、ポイントカードに参加し、大
規模イベントで一緒に地域を盛り上げる取り組み
が評価された伊勢丹相模原店（相模原市南区）が選
ばれました。

　今回のテーマは「就職困難な若者」のお話しです。
　この人手不足の時代に就職できなくて困ってい
る人がいるのかと思われるでしょう。確かに有効求
人倍率は「１」を超えていますので、えり好みしなけ
れば求職者全員が就職できる勘定です。
　でも、かつてニートと呼ばれた就職できない若者
は今もたくさんいます。社会に出るのが不安、働き
たいけれど一歩踏み出せない、自分に合う仕事がわ
からなくて就職に二の足を踏んでしまう、就職に向
けて何をやればいいのかわからないといった人た
ちです。「何だ、最近の若者は軟弱だな」と思われる
向きもあるかもしません。が、昔に比べて社会が複
雑になり変化が速くなっているうえ、親族や地域の
支え合い機能が薄くなっているということを踏ま
えて考える必要があります。一人ひとりの悩みや閉
塞感は、ほかの元気な若者と比較すると「がんばり

が足りない」と感じてしまいがちですが、その当人
にとっては「人生の一大事」です。
　そんな若者の心に寄り添いながら、就職に向け
て支援する機関が「地域若者サポートステーション
（通称：サポステ）」です。厚生労働省の事業で全国
160か所に設置され、運営はＮＰＯ法人などが担っ
ています。キャリアコンサルタントなどによる、
各人の状態に合わせた相談や就職面接の対策、コ
ミュニケーションのトレーニングなどのメニュー
が用意されています。そうした支援を受けながら、
ハローワークと連携し、一人ひとり丁寧に就労に
つなげていきます。神奈川県内にも６つのサポス
テがあります。若者の就職支援にご関心のある方
はＨＰ（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4151/
p471988.html）をご覧ください。

（西村）

第6回かながわ商店街大賞授賞式を開催PRRPRRPPRRPPRPPRPRRRPP ひろばひろばPRひろばPRひろば

授
賞
式
の
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子
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広告掲載／組合の情報掲載に関するお問合せ先
企画情報部　TEL：045-633-5134　

もしくは組合担当者まで

広 告
募集

『商工神奈川』への
広告掲載を

募集いたします。

●年間契約

●広告料金：応相談

『商工神奈川』に
組合の情報を
掲載しませんか？
★イベントの告知をしたい
★組合の事業を紹介したい
★取材に来てほしい　　　

お気軽にお問合せ下さい！
　

情 報
募集＃6  横浜中華街の中華菓子・中華まんじゅう

今月
の逸
品～『かながわの名産

　　　　　　100選』より

編集後記

横浜中華街の土産品として有名。中国の代表的な
菓子を現代風にアレンジした新しい菓子、様々な
具を取り入れた中華まんじゅうなど、種類も豊富。

　こちらのコーナーは「かながわの名産100選」より抜
粋しています。
　「かながわの名産100選」は県 HP（http://www.pref.
kanagawa.jp/cnt/f300096/）でもご覧になれます。

記事に関するお問合せはこちら
神奈川県  産業労働局  観光部 観光企画課

TEL：045-285-0739（直通）

　ついにオリンピックが開幕しましたね !!
今年は韓国での開催なので時差も少なく、テ
レビ観戦しやすいのではないでしょうか。私
は冬の競技の中で、特にノルディック複合が
好きです。「キング・オブ・スキー」とも呼ば
れる競技で、見ごたえ抜群なのでおすすめで
す！ぜひご覧になって下さい！

企画情報部担当者
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1 9,400 2010 35

1 9,800 2008 33

1 3,500 2004 26

1 6,800 2000 24

1 6,500 1994 1

1

神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！神奈川県中小企業団体中央会  会員の皆さまへ耳より情報！
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発行所／神奈川県中小企業団体中央会 〒231-0015  横浜市中区尾上町5丁目80番地
TEL.045（633）5131　FAX.045（633）5139


